
【導入】

皆さん朝早くからお集まりいただきありがとうございます！

すみません。第一弁士なので、緊張のあまりのどが渇いてしまいました…

（水を飲み始める）

私が今飲んだこのお水は水道水です。

日本は水道水が飲めるいい国ですよね！

でも、あなたのお家の水道水。実は安全じゃないかもしれません。

知らないうちに体に蓄積され、害を及ぼす“PFAS”によって汚染されているかもしれないのです。

本弁論では、PFAS汚染の問題とその解決を訴えます‼ 

【現状】

そもそもPFASとは人工的に作られた有機フッ素化合物の総称のことです。
PFASは食品の包装紙や化粧品などの身の回りのものから、消火剤まで幅広い製品に使われて
います。

一方で水を介して広範囲に広がりやすく、分解しづらいという特徴から、主に飲み水を通じて人

体に取り込まれ、そのまま蓄積してしまうのです。

さらに、人体にPFASが蓄積されると、健康被害を引き起こします。
これまでに5000件以上のPFASの被害に関する研究がなされており、アメリカの学術機関でも、
がんや生まれる子供への影響などをもたらすことが認められました。

実際にPFASによる健康被害が発生しています。
　2001年、アメリカのウェストバージニア州の化学工場の周辺で、住民に甲状腺疾患や腎臓がん
などの症状が相次ぎました。そこで、調査を行った結果、住民のPFASの血中濃度が、アメリカ人
平均の数倍だったのです。

その後、住民約3600人に健康被害が認められ、工場には、住民に対する約80憶円の賠償金の
支払いが命じられました。

　こうした健康被害が相次ぎ、2019 年、ストックホルム条約に基づき製造・使用が禁止されまし
た。しかし、すでに工場などから漏れ出したPFASが世界各国で広まっており、対応が求められて
いるのです。

　これを受けてアメリカは国家統一基準を制定し、水道水に含まれる化学物質のモニタリングと

PFAS汚染を減らす措置が義務づけられています。
　またEUでも同じく規制基準を制定し、PFASを減らす取り組みを進めています。

このような海外の動きを受け、日本でもアメリカの値を参考に目標基準値を50ngに設定しまし
た。



これは、水道水におけるPFASの濃度の目標値であり、検査と対策が推奨されています。

この目標値の設定を受けて行われた調査において、大阪府では工場近くの水域から目標基準

値50ngの420倍の濃度のPFASが見つかりました。
また、大分県や神奈川県、沖縄等など他の自治体でも目標基準値を大幅に超過していました。

しかしこの検査や対策は推奨にとどまっており、実施そのものは各水道事業者や自治体に完全

に委ねられているのです。

さらに、検査の実施も、各自治体が必要に応じて行うことになっており、具体的な条件もありませ

ん。

これにより、水質管理を行う水道事業者もあれば、対策や検査すらしない自治体もあるなど、そ

の実施状況にはかなり差が生じてきていると言えます。

この状況に対して自治体の担当者は、「政府は、検査を行うかどうかすら自治体に全て丸投げ。

どう対応していいかわからない」と述べています。

目標値の設定だけでは、対策の必要性への認識の違いなどが生まれ、自治体の対策にばらつ

きがあり、全国的な規制に繋がらないのです。

以上をまとめるとPFASという化学物質が世界中で問題となっています。日本でも目標値の設定
がおこなわれたものの法的な拘束力がなく、自治体に判断が委ねられてしまっているため解決

の見込みが立っていないのが現状です。

【問題点】

過去にもイタイイタイ病や水俣病などの公害が発生し、多くの犠牲者を出した日本。

これらの事件は、もっと早く国が対策をしていれば、多くの被害が出ることはなかったのかもしれ

ません。

しかし、再び、新たな公害が生まれようとしています。

その物質は、分解されず体内に残り続けるPFAS。

一刻も早く、国が対策をしなければ、手遅れになってしまうかもしれない、、、

今こそ、「PFAS」の被害を食い止めなければなりません。

歴史を繰り返してはならないのです。

【理念】



私の理想は、PFASによって苦しむ人をできる限り減らすことです。

このまま対策すらできない状態が続けば、その間に被害は広がってしまいます。

だからこそ、少しでも国が早く対策を打てるようにしなければなりません。

そうすることで、人々の安心・安全な暮らしを守ることができるのです。

【原因】

それではなぜ現在は目標値にとどまっていて規制が進まないのでしょうか。

それは、現在の制度設計では、規制を行うまでに時間がかかりすぎるためです。

日本においては水道法における、水質基準という項目が有害物質の規制を定めています。

この水質基準では有害性が明らかな物質が認定された場合、全国の水道事業者に検査と対策

の義務を生じさせることができます。

この水質基準に認定するには、国による3年間の継続した水質調査と、更なる研究実績が条件と
なります。

しかし、PFASはこれらの条件を満たしておらず、今年１月の検討会議でも水質基準への認定は
見送られました。

PFASの専門家会議の鯉淵氏は、「PFASと健康被害との因果関係を証明する研究はあるが、実際
にどのような仕組みで人体に影響を及ぼすかの解明に時間がかかってしまう」と述べています。

つまり、水質基準への登録ができるまでに、多くの時間がかかってしまうのです。

年月が重なり、更なる研究が進めば、いつか水質基準として規制が行われるかもしれません。

しかし、その間にもPFASの対策は遅れ、過去の公害事件のように被害が広まってしまうのです。
だからこそ、早急に対策を行わなくてはなりません。

【プラン】

そこで私は1点のプランを提案します。
それは新たに緊急規制物質という枠組を水道法に設けることです。

具体的にご説明します。

現在、PFASは被害が確認されているものの、必要な条件を満たしていないことから、水質基準
への認定を受けられず、統一した規制ができていません

これを、新たに定める条件を満たせば緊急規制物質として認定し、被害の拡大を防止するため

に即座に規制を行うこととします。

その条件は健康被害との因果関係が確認された場合、かつ検査地点の一か所でも基準値を超

える値が発見された場合の2つとします。



そして、緊急規制物質として認定した場合、水質基準と同様に水道事業者に対して、モニタリン

グと基準以下の数値になるように対策を義務付けることができるようにします。

これにより、PFASについては現在の目標値である50ngを超えた自治体に対して数値を下回る
対策を義務付けることができるようになるのです。

その後、水質基準の条件を満たした場合には、緊急規制物質から移行し、正式に水質基準とし

て規制を行います。

環境系NPO法人も同様の政策を提言しており、PFASによる被害をいち早く抑えることができると
説明しています。

こうして、現状の自治体にゆだねられている状態を改善し、全国一律でPFASに対して、即効性
のある対策ができるようになるのです。

【締め】

私の祖父母の家がある熊本県芦北町はかつて、隣接する水俣市でおきた水俣病によって、祖父

母を含む多くの市民がつらい被害や恐怖に苦しんでいました。

公害は昔のこと、今は起きるはずがない。そう思っていませんか？

しかし、その油断が！少しの遅れが！今後を大きく左右するのです！

あの時、適切な対策・対応を取っておけばよかった。

そのような後悔を生まないためにも、今！しなければならないのです。

私たちが、将来にわたって安心・安全に過ごせることを願い、本弁論を終了させていただきます。

ご清聴ありがとうございました。


